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１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

　2024年10月18日（取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

①譲渡の理由

　当社は、不動産賃貸事業を営んでおり、堅実な経営基盤を将来的に堅持しつつ、営業基盤の拡大を図るために賃

貸用不動産の増加を基本方針として掲げておりますが、足元の不動産市況、効率的な経営資源の活用や財務体質強

化を総合的に勘案し、所有する賃貸用不動産である下記物件を譲渡することといたしました。

 

②譲渡資産の内訳

資産の名称及び所在地 譲渡益 現　況

名　称：Choei62 KYUHO江坂ビル

所在地：大阪府吹田市江坂町
1,528百万円 賃貸用オフィスビル

（注）譲渡価額及び帳簿価額につきましては、譲渡先との取り決めにより公表を控えさせていただきますが、市場価

格を反映した適切な価額での譲渡となっております。また、譲渡益は譲渡価額から帳簿価額及び譲渡にかかる

諸費用の見積額を控除した概算額を記載しております。

 

③譲渡先の概要

　譲渡先は一事業法人となりますが、譲渡先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。また、当社と譲

渡先との間に、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

 

④譲渡の日程

契約締結日　2024年10月（予定）

物件引渡日　2025年３月（予定）

 

(3）当該事象の損益に与える影響額

　当該事象により、2025年３月期の決算において、固定資産売却益として上記の譲渡益を特別利益に計上する見込み

です。

 

以上
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